
平成１１年（行ケ）第１９１号　審決取消請求事件
　　　　　判　　　　決
　原　告　　        三菱マテリアル株式会社
　代表者代表取締役　【Ａ】
　訴訟代理人弁理士　【Ｂ】、【Ｃ】、【Ｄ】、【Ｅ】、【Ｆ】
　被　告　　        特許庁長官　【Ｇ】
　指定代理人　      【Ｈ】、【Ｉ】、【Ｊ】

　　　　　主　　　　文
　特許庁が平成９年審判第５２２７号事件について平成１１年４月１６日にした審
決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。

　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　主文第１項同旨の判決。

第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は、平成４年３月３１日「切屑吸引式転削工具」なる発明（後に「切り屑排
出装置を備えた正面フライス」と補正）について特許出願（平成４年特許願第７７
６８１号）をしたが、平成９年３月４日拒絶査定があったので、同年４月９日審判
を請求し、平成９年審判第５２２７号事件として審理されたが、平成１１年４月１
６日「本件審判請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年６月２
日原告に送達された。

　２　本願発明の要旨（請求項１に記載された発明（本願発明１）の要旨）
　軸線を中心として回転する工具本体の先端外周側に切刃が所定間隔で配設され、
該切刃のすくい面に隙間を開けて切り屑案内部材が設けられ、前記工具本体の外周
に略筒状の切り屑収納体が配設されて、この切り屑収納体の内周面と前記工具本体
との間に切り屑排出空間を形成するとともに、前記切り屑収納体には第一貫通孔が
形成され、前記切刃で生成された切り屑を前記隙間を通して切り屑排出空間内に誘
導して前記第一貫通孔から排出するようにした切り屑排出装置を備えた正面フライ
スにおいて、
　前記切り屑収納体には、前記切り屑排出空間内の切り屑が工具本体の遠心力によ
って飛散する位置に第二貫通孔が形成され、該第二貫通孔には該第二貫通孔から前
記切り屑排出空間内に空気を噴出するエアージェットポンプが連結されていること
を特徴とする正面フライス。

　３　審決の理由の要点
　(1)　本願発明の認定
　本願発明の要旨は、前項のとおりと認める。
　(2)　引用例
　これに対し、原査定の拒絶理由において引用された、本件出願前日本国内におい
て頒布された下記の刊行物にはそれぞれ次のことが記載されている。
　◇　実願昭６０－２００６７３号のマイクロフィルム（実開昭６２－１０６７０
８号公報参照、引用例１）：
　ドリルの外周に配設されたダクト（３）には、ダクト空間内の端部（３Ｂ）に貫
通孔を設け、該孔にノズルが取り付けられ、ダクト空間内に空気を噴出するように
なした、ドリル（１）による穴あけ加工機の切り屑除去機構。
　◇　実公昭５３－２５２７４号公報（引用例２）：
　回転刃物体（８）の周囲に配設されたホッパー（Ａ）には、ホッパーを貫通して
エアノズル用の孔が形成され、該孔には、ホッパー内の切り屑排出空間内に空気を
噴出するエアーノズルが連結されているようなされた、回転刃物体（８）を用いた
ルーターマシン等の加工機の集塵ホッパー装置。
　◇　特開平３－７９２１４号公報（引用例３）：
　軸線を中心として回転する工具本体（１）の先端外周側に切刃（３）が所定間隔
で配設され、該切刃のすくい面に隙間を開けて切り屑案内部材（１４）が設けら



れ、前記工具本体の外周に略筒状の切り屑収納体（１８）が配設されて、この切り
屑収納体の内周面と前記工具本体との間に切り屑排出空間（２１）を形成するとと
もに、前記切り屑収納体には第一貫通孔（１８ａ）が形成され、前記切刃で生成さ
れた切り屑を前記隙間を通して切り屑排出空間内に誘導して前記第一貫通孔から排
出するようにした切り屑排出装置を備えた正面フライス。
　(3)　審決のした対比
　そこで、本願発明１と引用例３に記載のものとを対比すると、両者には次の一致
点及び相違点があるといえる。
　一致点：
　軸線を中心として回転する工具本体の先端外周側に切刃が所定間隔で配設され、
該切刃のすくい面に隙間を開けて切り屑案内部材が設けられ、前記工具本体の外周
に略筒状の切り屑収納体が配設されて、この切り屑収納体の内周面と前記工具本体
との間に切り屑排出空間を形成するとともに、前記切り屑収納体には第一貫通孔が
形成され、前記切刃で生成された切り屑を前記隙間を通して切り屑排出空間内に誘
導して前記第一貫通孔から排出するようにした切り屑排出装置を備えた正面フライ
ス。
　相違点：
　本願発明１においては、切り屑収納体には、切り屑排出空間内の切り屑が工具本
体の遠心力によって飛散する位置に第二貫通孔が形成され、該第二貫通孔には該第
二貫通孔から前記切り屑排出空間内に空気を噴出するエアージェットポンプが連結
されているのに対して、引用例３に記載のものにおける切り屑収納体においては、
それに対応する構成を欠いている点。
　(4)　審決の判断
　そこで、この相違点について検討する。
　引用例１における「ダクト」及び引用例２における「ホッパー」は、工具本体の
外周に配設され、切り屑の飛散を防止するとともに切り屑を収納する機能を有する
ものであるから、切り屑収納体と呼べるものであり、引用例１における「ノズル」
も引用例２における「エアーノズル」も切り屑排出空間内にジェット状の空気を噴
出するものであるからエアージェットポンプといえる。そして、切り屑が回転工具
により遠心力を受ける工具周囲は切り屑が工具本体の遠心力によって飛散する位置
といえるから、引用例１におけるノズルを設けるため工具周囲に配設されたダクト
に設けた貫通孔も引用例２におけるエアーノズルを設けるために工具周囲に配設さ
れたホッパーに設けた孔も切り屑が工具本体の遠心力によって飛散する位置に形成
された第二の貫通孔といえる。　
　してみれば、引用例１及び引用例２には、切り屑収納体には、前記切り屑排出空
間内の切り屑が工具本体の遠心力によって飛散する位置に第二貫通孔が形成され、
該第二貫通孔には該第二貫通孔から前記切り屑排出空間内に空気を噴出するエアー
ジェットポンプが連結されている切り屑収納体が記載されているといえる。
　そして、引用例１及び引用例２における切り屑収納体も、回転工具により遠心力
を受けて飛散する切り屑を収集するための切り屑収納体という点において、引用例
３に記載の正面フライスに装着された切り屑収納体と同じ機能を有するものである
から、引用例３における切り屑収納体に代えて、引用例１及び引用例２の切り屑収
納体を適用して上記相違点における本願発明１のように構成することは当業者なら
ば容易にできたものといわざるを得ない。
　(5)　審決のむすび
　以上のとおりであるから、本願発明１は、本件出願前日本国内において頒布され
た刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたも
のと認められるから、本願発明１は特許法２９条２項の規定により特許を受けるこ
とができない。
　したがって、他の請求項の発明につき検討するまでもなく本件出願は拒絶すべき
ものである。

第３　原告主張の審決取消事由
　１　取消事由１（引用例１及び引用例２の技術認定の誤り）
　審決は、引用例１及び引用例２の技術内容を誤認しており、これが審決の結論に
影響を及ぼすことは明らかである。
　(1)　「工具本体」についての認定の誤り
　引用例１には、「プリント板の穴あけ加工などに使用する穴あけ加工機におい



て、加工にともなって出てくる切り屑の中でドリルに巻き付いた切り屑を強制的に
取り除くようにした切り屑除去機構に関するものである。」（明細書１頁１７行～
２頁１行）、及び「ノズルから圧縮空気をドリル１に向けて噴出させ、ドリル１に
巻き付いて取れなくなっている切り屑５を強制的に取り除く」（明細書３頁１３行
～１５行）との記載があり、第１図にも長尺な切り屑５が図示されており（本判決
別紙引用例１図面）、切刃に巻き付くようにして切り屑が排出される。引用例２に
は、「木工用ルーターマシン等における集塵ホッパー装置に関する」（１欄２５行
～２６行）との記載があり、その切り屑は、被削材が木材であるから、いわゆる
「おがくず」として粉状に発生する。
　これに対して、本願発明１の正面フライスでは、切刃によってすくい上げられた
切り屑が切刃と切り屑案内部材との隙間を経由して切り屑排出空間内に導かれる。
この切り屑排出空間は、工具本体と切り屑収納体の内周面との間に形成された空間
であるが、切刃のすくい面が切り屑案内部材によって覆われた状態となっているた
め、切刃が直接的に切り屑収納体内の切り屑排出空間に露出するものではない。し
たがって、切り屑排出空間内に導き出された切り屑は、引用例１のようにもはや切
刃に巻き付くことはない。また、引用例２に記載のものでは、本願発明１の切り屑
案内部材のように切り屑をすくい上げようがない。
　いずれの引用例のものにおいても、被削材の端縁付近を切削する場合には、カバ
ーである「ダクト」や「ホッパー」は一部が被削材表面から飛び出してしまい、そ
の隙間から切り屑が外に漏れることになるが、本願発明１においては、被削材の端
縁付近において一部の切刃が被削材表面から飛び出した状態となったとしても、切
り屑は切り屑案内部材との隙間を経由して確実に切り屑排出空間内に誘導され、切
刃の付近から外に漏れるようなことはない。
　(2)　「切り屑収納体」についての認定の誤り
　審決は、「引用例１における『ダクト』及び引用例２における『ホッパー』は、
工具本体の外周に配設され、切り屑の飛散を防止するとともに切り屑を収納する機
能を有するものであるから、切り屑収納体と呼べる」と認定している。
　しかしながら、引用例１及び引用例２の「ダクト」や「ホッパー」は、単に工具
本体を囲っているだけであり、該工具本体の切刃の付近は開放状態としている。し
たがって、引用例１のダクトや引用例２のホッパーは、切刃から直接遠心力によっ
て飛散した切り屑をそれ以上外方に飛ばないようにする機能は有するものの、切り
屑を収納する機能を有するものではない。
　これに対して、本願発明１における「切り屑収納体」は、引用例１、２の「ダク
ト」や「ホッパー」のように工具本体の切刃からの遠心力による切り屑飛散を防止
しているのではなく、切刃のすくい面を覆うように設けられた切り屑案内部材と一
体的に機能し、該切り屑案内部材とすくい面との間を経由してこれらの上方にすく
い上げられた切り屑を切り屑収納体内にまさに「収納」させるべく機能するもので
ある。
　(3)　「第二貫通孔」についての認定の誤り
　審決は、「切り屑が回転工具により遠心力を受ける工具周囲は切り屑が工具本体
の遠心力によって飛散する位置といえるから、引用例１におけるノズルを設けるた
め工具周囲に配設されたダクトに設けた貫通孔も引用例２におけるエアーノズルを
設けるために工具周囲に配設されたホッパーに設けた孔も切り屑が工具本体の遠心
力によって飛散する位置に形成された第二の貫通孔といえる。」と認定している。
　しかしながら、引用例１における「ダクト」も引用例２における「ホッパー」
も、前述したように本願発明１における切り屑収納体としての機能を有するもので
はなく、工具本体の切刃の周囲を開放状態としてその外側を単に囲っているにすぎ
ないから、該切刃から遠心力で直接飛散する切り屑をそれ以上外方に飛ばないよう
にしているだけの構成のものである。したがって、そのような「ダクト」や「ホッ
パー」に貫通孔を設けたとしても、本願発明１における「切り屑収納体」に形成し
た「第二貫通孔」としての機能を発揮するものではない。
　(4)　「エアージェットポンプ」についての認定の誤り
　審決は、「引用例１及び引用例２には、・・・第二貫通孔には該第二貫通孔から
前記切り屑排出空間内に空気を噴出するエアージェットポンプが連結されている切
り屑収納体が記載されているといえる。」と認定している。
　しかしながら、引用例１のダクト及び引用例２のホッパーに設けられているのは
いずれも「ノズル」であり、「エアージェットポンプ」ではない。この「エアージ
ェットポンプ」に関して、機械工学便覧（参考資料１）B5-97頁右欄「4･2･2 噴流ポ



ンプ」の項によれば、「噴流ポンプ」又は「ジェットポンプ」として、「噴出する
流体によって他の流体を連れ出すポンプ」と定義され、B5-98頁の図222に、本件願
書添付の図１（本判決別紙本願発明図面）に示すエアージェットポンプ２２と同形
の外周ノズル形噴流ポンプが図示されている。本願発明１では、エアーの噴出力に
よって他の流体（空気）を連れ出しているため、エアージェットポンプと称してい
るが、引用例１、２の「ノズル」はエアーを直接噴出させるものであり、「エアー
ジェットポンプ」ではない。
　この「ノズル」の適用形態に関しても、引用例１では、「ノズルから圧縮空気を
ドリル１に向けて噴出させ、ドリル１に巻き付いて取れなくなっている切り屑５を
強制的に取り除く」（明細書３頁１３行～１５行）と記載され、引用例２では、
「エヤーノズル５を、その先端が刃物体８へ向くように設ける。」（２欄２２行～
２４行）と記載され、その第１図にはノズル５がホッパーＡの内壁面から内方に突
出して刃物体８に向けられた状態のものが明確に図示されている（本判決別紙引用
例２図面）。すなわち、引用例１，２の「ノズル」は、いずれも工具本体の切刃の
部分に直接圧縮空気を吹き付けて、切り屑を吹き飛ばすものであり、本願発明１に
おける「エアージェットポンプ」のように、切刃から切り屑案内部材との隙間を経
由して導き出されてきた切り屑を収納する「切り屑収納体」の「切り屑排出空間内
に空気を噴出する」ものではない。

　２　取消事由２（進歩性の判断の誤り）
　審決は、「引用例３における切り屑収納体に代えて、引用例１及び引用例２の切
り屑収納体を適用して上記相違点における本願発明１のように構成することは当業
者ならば容易にできたものといわざるを得ない。」と判断し、その理由として、
「引用例１及び引用例２における切り屑収納体も、回転工具により遠心力を受けて
飛散する切り屑を収集するための切り屑収納体という点において、引用例３に記載
の正面フライスに装着された切り屑収納体と同じ機能を有する」との点を挙げてい
る。
　しかしながら、前項の(2)で述べたように、引用例１のダクトも引用例２のホッパ
ーも、本願発明１における「切り屑収納体」としての機能を有するものでなく、そ
の機能の相違に基づき前述のような点で相違するので、引用例１のダクトや引用例
２のホッパーを引用例３における切り屑収納体に代えるという着想自体が生じな
い。
　すなわち、前項の(4)のとおり、引用例１や引用例２に記載の技術は、切刃に直接
空気を吹き付けて、切刃に巻き付くようにして排出される切り屑を吹き飛ばすこと
を目的とし、そのために、切刃の付近を開放状態としてダクトやホッパーで切刃を
囲っているのであり、本願発明１における「切り屑収納体」内の切り屑排出空間に
おける切り屑の排除性を高めるという課題は見いだし得ない。
　さらに、本願発明１においては、「切り屑排出空間内の切り屑が工具本体の遠心
力によって飛散する位置に第二貫通孔が形成され、該第二貫通孔に該第二貫通孔か
ら前記切り屑排出空間内に空気を噴出するエアージェットポンプが連結されてい
る」のであって、そのエアージェットポンプからの噴出空気は工具切刃には向いて
いない。つまり、切り屑排出空間内で飛散する切り屑に向かって切り屑収納体の内
周面から空気を噴出させるのであり、工具の刃先は、「工具本体の先端外周側に切
刃が所定間隔で配設され」ている。この点、本願発明の図１(本判決別紙本願発明図
面)からも明らかなように、切刃３ａ、３ｂに噴出空気は向けられていない。これに
対して、引用例１及び引用例２のものは、前述したように工具刃先に向けて空気を
噴射しており、本願発明１との構成上の相違は明白である。
　したがって、引用例３記載の正面フライスにおいて引用例１、２記載のノズルを
適用するとしても、切刃のすくい面を覆うように切り屑案内部材が設けられている
のであるから、切り屑案内部材を撤去しない限り不可能であり、そのような構成と
することは、切刃からすくい上げられる切り屑を切り屑案内部材によって切り屑排
出空間に誘導した後に空気によって排出するという技術的思想を無に帰するに等し
い。

第４　審決取消事由に対する被告の反論
　１　取消事由１に対して
　(1)　「工具本体」について
　引用例１に記載のものにおいても、切り屑は、適宜の長さになると折れたり破断



して分離し、空気の流れに乗って集塵用ダクトに吸い込まれるものであり、引用例
２の木工用ルータマシン等は、本願発明１の工具本体と同様に、短い切り屑を飛散
させるものである。
　したがって、引用例１及び２に記載のものも、引用例３に記載のものと同様に、
切り屑を空気流によって排出するものであるから、正面フライス工具との間に、原
告が指摘するような構成上の相違、及び対象とする切り屑の態様における相違があ
るとしても、このような相違は、審決の結論に影響を及ぼさない。
　原告は、いずれの引用例のものにおいても、被削材の端縁付近を切削する場合に
は、切り屑が外に漏れることになるが、本願発明１では、切り屑は切り屑案内部材
との隙間を経由して確実に切り屑排出空間内に誘導され、切刃の付近から外に漏れ
るようなことはない、旨主張する。しかしながら、本願発明１においては、単に
「工具本体の外周に略筒状の切り屑収納体が配設されて」とされているのみであっ
て、工具本体の外周と切り屑収納体との間隔が特定されているものではない。引用
例２に記載のものにおいて、ホッパーの開口部は、上下からの空気の漏れがない程
度に設計されるものであり、引用例１に記載のものも、その目的からして、ダクト
の開口部とドリルとの間隔は、切り屑の落下が防止できる程度に設計されるもので
ある。そうすると、引用例１及び引用例２に記載のものは、いずれも、ダクト又は
ホッパーの開口部と工具との間隔が切り屑の落下を防止する程度に設計されるもの
であって、この点において、本願発明１の構成と異ならない。
　(2)　「切り屑収納体」について
　本願発明１の必須の構成要件としての「切り屑収納体」は、その請求項１に記載
されたとおりの「工具本体の外周に略筒状の切り屑収納体」であって「その内周面
と工具本体との間に切り屑排出空間を形成する」機能を有するものを切り屑収納体
と称している。
　引用例１のダクト及び引用例２のホッパーはいずれもそれと同様の構成及び機能
を有するものであるから、本願発明１の切り屑収納体に相当するものであるから、
審決の認定に誤りはない。
　(3)　「第二貫通孔」について
　(2)で述べたように、引用例１のダクトも引用例２のホッパーも「切り屑収納体」
である。引用例１におけるノズルを設けるためダクトに設けた貫通孔、及び引用例
２におけるエアーノズルを設けるためにホッパーに設けた穴は、いずれも、切り屑
排出空間内に空気を噴出する装置を連結するものである以上、「第二貫通孔」と称
し得ない理由はなく、ノズル連結孔が本願発明１の第二貫通孔に相当するとした審
決の認定に誤りはない。
　(4)　「エアージェットポンプ」について
　本願発明１における「エアージェットポンプ」は、その機械工学上の定義はとも
かく、本願発明１において利用されている機能は、第二貫通孔から切り屑を排出す
るため空気を噴出するという機能に尽きる（本願明細書の発明の詳細な説明中の
【００２５】１～２行及び【００４１】２～３行参照）。
　一方、引用例１及び引用例２におけるノズル７あるいはエアーノズル５も、切り
屑を排出するために空気を噴出するという機能を有する。エアーの噴出方向は、引
用例１に記載のものにおいては、工具回転軸と直角方向に向けられ（本願発明１と
同じ）、引用例２に記載のものにおいては、工具の切削刃方向に向けられている
が、ノズルから噴出される空気は、切り屑排出空間すなわち切り屑収納体の内周面
と工具本体の間に形成される空間に噴出される。
　してみれば、引用例１及び引用例２におけるノズル（エアーノズル）を「切り屑
排出空間内にジェット状の空気を噴出するエアージェットポンプ」に相当するとし
た審決の認定に誤りはない。
　原告は、引用例１及び２に記載の技術は、ノズルによって工具刃先に直接エアー
を吹き付けているのであって、本願発明１のエアジェットポンプのように切り屑排
出空間内にエアーを供給するものではない、旨主張するが、引用例１に記載された
ノズルは、第１図からも明らかにダクト３で形成された切り屑排出空間内に空気を
噴出しており、引用例２に記載のものは、「ホッパー内へ圧縮空気を噴射する」
（２頁３欄１７～１８行）ものである。

　２　取消事由２に対して
　上記のとおり、引用例１及び引用例２の認定に誤りはないから、相違点に関する
審決の判断に誤りはない。



　具体的には、引用例１には、従来技術として「ダクト３は、加工のためにスピン
ドル２が下降してくると、スピンドル２の端部２Ａを覆うように構成されており、
ダクト３の端部３Ａには集塵ダクト４が接続されている。集塵ダクト４は図示を省
略した真空集塵機に接続されており、切り屑５を強制的に吸い出していく。」（明
細書２頁１５～２０行）と記載されていることから、切り屑は空気の流れに乗って
集塵用ダクトに吸い込まれるものであり、引用例１に記載のものも、本願発明１と
同様、切り屑を強制的に吸い出すものを従来技術として、これを改良したものであ
る。引用例２の木工用ルータマシン等は、「前記のように構成したホッパー内へ圧
縮空気を噴射するので、ホッパーの上下から空気が漏れるおそれはなく、集塵機へ
の吸引が効果的に行われて集塵効果が著しく向上される」（２頁３欄１７行～４欄
１行）と記載されているように、本願発明１と同様、切り屑の吸引による集塵を前
提とし、この効果を高めるものである。
　本願発明１と引用例３に記載された発明との相違は、工具本体の外周に配設され
た切り屑収納体に第二貫通孔が形成されているか否か、及びこの第二貫通孔に連結
するエアージェットポンプが有るか否かにすぎず、引用例１の「ダクト」又は引用
例２の「ホッパー」が、引用例３に記載の「切り屑収納体」と同様の機能を有する
ものである以上、引用例３に記載された発明の切り屑収納体に、引用例１又は引用
例２記載のダクト又はホッパー内に空気を噴出する技術を適用するのには何らの困
難性もない。

第５　当裁判所の判断
　１　本願発明１について
　甲第２号証の１ないし４（本件願書に添付された明細書（当初明細書）及び図面
並びに平成７年３月２０日付け、平成８年９月３０日付け及び平成９年５月８日付
け各手続補正書）によれば、従来の切り屑排出装置を備えた正面フライスでは、切
り屑収納体には１つの貫通孔だけが設けられており、そこに吸引機が接続されてい
る構成であるため、排除されない切り屑が、被削材の表面や前記工作機械上、ある
いはそれらの周辺に飛散又は滞留する傾向があったこと、本願発明１は、この問題
点を解決するため、その要旨に記載の構成を採用し、具体的には切り屑収納体に第
二貫通孔を設け、そこにエアージェットポンプを連結して切り屑排出空間に大量の
空気を噴出させることにより、切り屑の排除性を高めた正面フライスであることが
認められる。

　２　取消事由１について
　(1)　「工具本体」に関する主張について
　本願発明１の「切り屑収納体」は、その要旨によれば「工具本体の外周に略筒状
の切り屑収納体が配設されて、この切り屑収納体の内周面と前記工具本体との間に
切り屑排出空間を形成する」というものであるところ、甲第３号証及び甲第４号証
によれば、引用例１には、「ダクト３は、・・・スピンドル２の端部２Ａを覆うよ
うに構成されており、ダクト３の端部３Ａには集塵ダクト４が接続されている。集
塵ダクト４は図示を省略した真空集塵機に接続されており、切り屑５を強制的に吸
い出していく。」（明細書２頁１５～２０行）との記載があり（本判決別紙引用例
１図面参照）、引用例２には「前記のように構成したホッパー内へ圧縮空気を噴射
するので、ホッパーの上下から空気が漏れるおそれはなく、集塵機への吸引が効果
的に行われて集塵効果が著しく向上される」（２頁３欄１７行～同頁４欄１行）と
の記載があることが認められる（本判決別紙引用例２図面参照）。
　これらの記載からすると、引用例１のダクト及び引用例２のホッパーは、工具本
体の外周に配設されており、ダクト及びホッパーの内周面と工具本体の間の空間内
の切り屑を吸引、排出するものと認められるから、同空間を切り屑排出空間に対比
し得ないものではないし、ダクト及びホッパーが切り屑収納体に相当するものとし
得ない合理的理由もない。前記記載からすると、引用例１、２に記載のものは、工
具本体との間に切り屑排出空間を形成する切り屑収納体を有するものであって、切
り屑を収納し、排出する点で本願発明１及び引用例３に記載の発明と相違するもの
ではないというべきである。工具本体の構造が異なり、これに伴い切り屑の態様が
本願発明１と異なるとしても、上記判断は左右されない。
　取消事由１(1)の主張は理由がない。
　(2)　「切り屑収納体」に関する主張について
　引用例１のダクト及び引用例２のホッパーが本願発明１の切り屑収納体に相当す



るものであることは前項に説示のとおりであり、取消事由(2)の主張も理由がない。
　原告は、「引用例１のダクトや引用例２のホッパーは、切刃から直接遠心力によ
って飛散した切り屑をそれ以上外方に飛ばないようにする機能は有するものの、切
り屑を収納する機能を有するものではない。」と主張するが、原告主張の「切り屑
をそれ以上外方に飛ばないようにする機能」とは切り屑を収納する機能にほかなら
ず、原告のこの主張も理由がない。
　(3)　「第二貫通孔」に関する主張について
　本願発明１においては、「切り屑収納体には、前記切り屑排出空間内の切り屑が
工具本体の遠心力によって飛散する位置に第二貫通孔が形成され」たものである。
引用例１のダクト及び引用例２のホッパーが切り屑収納体に相当すること、並びに
これらと工具本体の間に形成される空間が切り屑排出空間に相当することは、前
記(1)に説示のとおりである。したがって、「引用例１におけるノズルを設けるため
工具周囲に配設されたダクトに設けた貫通孔も引用例２におけるエアーノズルを設
けるために工具周囲に配設されたホッパーに設けた孔も切り屑が工具本体の遠心力
によって飛散する位置に形成された第二の貫通孔といえる。」とした審決の認定を
誤りとすることはできない。
　(4)　「エアージェットポンプ」に関する主張について
　(4)－１　甲第２号証の１ないし４によれば、本願明細書の発明の詳細な説明の欄
には、「連結パイプ２１のフランジ部２１ａには切り屑排出空間１５内に空気を供
給する第一のエアージェットポンプ（空気供給機構）２２の排気口２２ｂが接続さ
れている（【００２５】）、「エアージェットポンプ２２，２３は、円筒状をなす
本体２４に、その側壁部を周方向に一周する環状の空気室２４ａを設け、この空気
室２４ａから本体２４の内周面先端側に向けてテーパー状をなす空気噴出路２４ｂ
を形成するとともに、前記内周面を空気噴出路２４ｂの開口部近傍にて最も縮径
し、この開口部から基端側および先端側に向けて徐々に拡径したもので、本体２４
の基端部および先端部が、それぞれ前記吸気口２２ａ，２３ａおよび排気口２２
ｂ，２３ｂとされている。」（平成７年３月２０日付け手続補正書によって補正さ
れた【００２６】）及び「エアージェットポンプ２２，２３においては、エアーホ
ース２７から供給された圧搾空気が空気室２４ａから空気噴出路２４ｂを介して本
体２４の先端側に高速で噴出し、かつこの空気の噴出部が縮径されているので、該
噴出部の圧力が低下する。しかも、噴出する空気の慣性力により本体２４基端側の
空気が引っ張られるため、吸気口２２ａ，２３ａ側の空気が大量に吸引され、排気
口２２ｂ，２３ｂ側へと排出される。」（【００３２】）との記載があり、本件願
書には図１（本判決別紙本願発明図面参照）が添付されていることが認められる。
　これらの記載及び図面からすると、本願発明１の要旨にあるエアージェットポン
プにおいては、圧搾空気が空気噴出路２４ｂを介して先端側に高速で噴出され、そ
れによって生じる吸引力によって大量の空気を吸気口２２ａから吸引し、排気口２
２ａから切り屑排出空間１５内へ広範囲に噴出するものであるものと認められる。
そして、このエアージェットポンプは、原告主張のとおり、「噴出する流体によっ
て他の流体を連れ出すポンプを噴流ポンプ又はジェットポンプという」との機械工
学上の定義とも一致するジェットポンプであると認められる（「機械工学便覧」
（日本機械学会編1987。参考資料１）B5-97頁右欄「4･2･2 噴流ポンプ」の項及び
B5-98頁の図222参照）。
　(4)－２　一方、甲第３号証及び甲第４号証によれば、引用例１には「ノズルから
圧縮空気をドリル１に向けて噴出させ、ドリル１に巻き付いて取れなくなっている
切り屑を強制的に取り除く」（明細書３頁１３～１５行）、「ノズル７の先端はド
リル１に向けられる。」（４頁２行）との記載があること、引用例２には圧縮空気
を噴射させる「エヤーノズル５を、その先端が刃物体８に向くように設ける。」
（１頁２欄２２～２４行）との記載があることが認められる。そうすると、引用例
１のノズル及び引用例２のエアーノズルはともに、ダクト内のドリル又はホッパー
内の刃物体（いずれも切刃に相当）に向けて圧縮空気を噴出するものであって、
「噴出する流体によって他の流体を連れ出すポンプ」（ジェットポンプ）とはいえ
ないものと認めることができ、これら引用例におけるノズルからの圧縮空気の噴出
は、本願発明１におけるエアージェットポンプからの大量の空気の噴出とはその向
けられる場所及び量において異なるものというべきである。
　(4)－３　したがって、本願発明１のエアージェットポンプは引用例１のノズルや
引用例２のエアーノズルと同視し得ないものであって、引用例１における「ノズ
ル」も引用例２における「エアーノズル」も切り屑排出空間内にジェット状の空気



を噴出するものであるからエアージェットポンプといえる。」とした審決の認定部
分は誤りである。

　３　取消事由２について
　引用例１のノズル及び引用例２のエアーノズルがエアージェットポンプに相当し
ないことは、前記説示のとおりである。
　しかも、甲第３、第４号証によれば、引用例１及び２に記載のものにおいては切
刃自体が回転しており、回転に伴い切刃の位置が変化するものではないことが認め
られ（本判決別紙引用例１図面及び引用例２図面参照）、ノズルないしエアーノズ
ルが切刃に直接空気を吹き付けることに技術的意義があるものと認められる。これ
に対し、本願発明１及び引用例３に記載の発明では、「軸線を中心として回転する
工具本体の先端外周面に切刃が所定間隔で配設され」ているため（審決の一致点の
認定）、工具本体の回転により切刃の位置は時々刻々と変化するものであり、また
切り屑は切り屑排出空間に誘導されているものであって、切刃に直接空気を吹き付
ける必要がないし、そのようにするのは、切刃の位置が変わることと切り屑案内部
材があるため困難である。実際、本願発明１においては、第二貫通孔にノズルでは
なくエアージェットポンプが連結されており（本願発明１の要旨）、これにより切
り屑排出空間内に大量の空気が噴出され、内部の切り屑が第一貫通孔に誘導される
ものとなっている。
　すなわち、引用例３に記載の発明には、切刃に向けて空気を吹き付ける必要性が
なく、吹き付けることも困難であり、また、引用例１及び引用例２が切り屑収納体
（ダクト、ホッパー）を備えているにしても、そこにはジェットポンプの吸引力を
利用して切り屑排出空間の広範囲に大量の空気を噴出させるエアージェットポンプ
は連結されていない。そうすると、ノズル又はエアーノズルを連結した引用例１又
は引用例２の切り屑収納体を、引用例３に記載のものの切り屑収納体に適用して本
願発明の１の構成とすることは当業者といえども容易ではないというべきである。
　したがって、「引用例３における切り屑収納体に代えて、引用例１及び引用例２
の切り屑収納体を適用して上記相違点における本願発明１のように構成することは
当業者ならば容易にできたものといわざるを得ない。」とした審決の判断は誤りで
ある。

第６　結論
　以上のとおりであり、取消事由１の一部及び取消事由２は理由があり、そこにお
ける審決の認定、判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから、原告の
請求は認容されるべきである。
（平成１２年６月１５日口頭弁論終結）
　東京高等裁判所第１８民事部
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